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   第 ５ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和３年６月29日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前10時40分休憩 

            午前10時45分開議 

            午前11時25分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和３年度熊本県一般会計補

  正予算(第６号) 

 議案第２号 専決処分の報告及び承認につ

  いてのうち 

 議案第５号 熊本県保護施設等の設備及び

  運営の基準に関する条例の一部を改正す

  る条例の制定について 

 報告第１号 令和２年度熊本県一般会計繰

  越明許費繰越計算書の報告についてのう

  ち 

 報告第３号 令和２年度熊本県一般会計事

  故繰越し繰越計算書の報告についてのう

  ち 

 報告第10号 歯科保健対策の推進に関する

  施策の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

  いて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 橋 口 海 平 

        副委員長 髙 島 和 男 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

欠 席 委 員(なし) 

議   長        小早川 宗 弘 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 早 田 章 子 

   総括審議員 

兼政策審議監 沼 川 敦 彦 

医 監 池 田 洋一郎 

長寿社会局長 下 山   薫 

子ども・ 

障がい福祉局長 木 山 晋 介 

健康局長 三 牧 芳 浩 

健康福祉政策課長 椎 場 泰 三 

首席審議員 

兼健康危機管理課長 上 野 一 宏 

高齢者支援課長 篠 田   誠 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 本 田 敦 美 

社会福祉課長 永 野   茂 

子ども未来課長 坂 本 弘 道 

子ども家庭福祉課長 米 澤 祐 介 

障がい者支援課長 下 村 正 宣 

医療政策課長 阿 南 周 造 

  国保・高齢者医療課長 池 永 淳 一 

健康づくり推進課長 岡   順 子 

薬務衛生課長 樋 口 義 則 

病院局 

病院事業管理者 渡 辺 克 淑 

総務経営課長 杉 本 良 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 前 原 真由美 

   政務調査課課長補佐 松 本 浩 明 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○橋口海平委員長 おはようございます。 
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 ただいまから第５回厚生常任委員会を開会

いたします。 

 まず、本委員会に付託された議案等を議題

とし、これについて審査を行います。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、次第に記載のとお

り、執行部の議案等説明と質疑応答を２つの

グループに分けて実施することとしておりま

す。 

 まず、前半グループの健康福祉部８課の議

案等について、執行部の説明を求めた後に質

疑を行いたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 また、本日は、委員会室への入室人数を抑

えるため、マスコミ等の入室を一部制限して

おります。これに対処するため、本日の委員

会の様子をパソコン等で視聴できるよう庁内

に配信しておりますので、発言内容が聞き取

りやすいようマイクに近づけて明瞭に発言い

ただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、早田健康福祉部長。 

 

○早田健康福祉部長 議案の説明に先立ちま

して、新型コロナウイルス感染症及び令和２

年７月豪雨への対応について御説明申し上げ

ます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症への対応

についてです。 

 ６月13日の国によるまん延防止等重点措置

の解除後も、熊本市の医療逼迫状況を解消す

るために、６月30日までを県独自の医療を守

る行動強化期間として、熊本市を中心に対策

を継続しました。 

 県民、事業者の皆様には大変な御負担をお

かけしましたが、先週、熊本市の病床使用率

が20％を下回ることが見通せる状況になった

ことから、６月27日をもって、医療を守る行

動強化期間の対策を前倒しで終了したところ

です。 

 一方、今後の感染の再増加に備え、医療提

供体制のさらなる拡充も図っており、本日ま

でに受入れ病床を605床に拡充したほか、７

月２日には宿泊療養施設の受入れ室数も680

室まで拡大する予定です。 

 また、ワクチン接種については、先週予算

承認いただいた、市町村支援の観点から設置

する県民広域接種センターについて、一般接

種を加速化するため、現在、８月からの稼働

に向けた開設準備等を進めております。 

 引き続き、基本的な感染防止対策の徹底や

医療提供体制の強化等に取り組むとともに、

希望する全ての方にワクチンを迅速かつ円滑

に接種していただけるよう、国や市町村、医

療機関等と緊密に連携を図ってまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨への対応について

です。 

 間もなく発災から１年を迎えようとしてい

ます。令和２年７月豪雨からの復旧・復興プ

ラン、対象13市町村で目標に掲げておりまし

た高齢者や障害者等、要配慮者が利用する施

設の避難確保計画及び災害時の避難に支援が

必要な方の個別避難計画の作成につきまして

は全て完了いたしました。 

 住まいの確保につきましては、５月末時点

で、当面の住まいである仮設住宅等に1,647

世帯、3,749人の方が入居されています。 

 これまで、県では、被災された方々の住ま

いの再建を最重要課題に位置づけ、県独自の

５つの支援策により、被災された方々に一日

でも早く住まいを確保していただけるよう取

り組んでおります。 

 今後も引き続き、被災された全ての方々が

一日も早く住まいの再建を果たすことができ

るよう、市町村や地域支え合いセンター等と

連携し、お一人お一人に寄り添ったきめ細や
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かな支援を進めてまいります。 

 続きまして、本議会に提出しております健

康福祉部関係の議案の概要について御説明申

し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係２議

案、条例等関係１議案、報告３件でございま

す。 

 まず、議案第１号の令和３年度熊本県一般

会計補正予算では、新型コロナウイルス感染

症対策として、軽症者等が宿泊療養を行うた

めの施設の借り上げ、運営に要する経費など

40億9,000万円余の増額、水害対策分とし

て、社会福祉施設等が行う災害復旧に対する

助成に要する経費など６億2,000万円余の増

額、通常分として、福祉的な支援を必要とす

る刑務所退所者等への支援に要する経費など

2,000万円余の増額で、総額47億4,000万円余

の増額をお願いしております。 

 また、議案第２号の専決処分の報告及び承

認についてでは、高齢者施設等の従事者に対

する定期的なＰＣＲ検査に要する経費につき

まして、５億8,000万円余を増額する専決処

分を行っており、今回、その承認をお願いす

るものです。 

  次に、条例等関係につきましては、議案第

５号、熊本県保護施設等の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを提案しております。 

 また、報告等につきましては、報告第１

号、令和２年度熊本県一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について外２件を御報告させ

ていただきます。 

 以上が、今回提案しております議案の概要

です。詳細につきましては、関係各課長が説

明いたしますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

○橋口海平委員長 引き続き、担当課長よ

り、議案第１号から説明をお願いします。 

 

○椎場健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 令和３年度６月補正予算関係について御説

明を申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の２ページをお願

いします。 

 社会福祉総務費で642万円の増額の補正を

お願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 新型コロナ対応といたしまして、他の都道

府県からの応援要請に基づき、保健師等の専

門職を派遣するための費用を当初予算で200

万円計上しておりましたが、今回、642万円

の増額をお願いするものでございます。本年

４月に宮城県に保健師等を派遣した実績など

を踏まえまして、補正を行うものでございま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 令和３年度６月補正予算関係について御説

明申し上げます。 

 厚生常任委員会説明資料の３ページをお願

いいたします。主な項目について御説明いた

します。 

 まず、予防費でございますが、７億8,767

万円余の増額補正をお願いしております。 

 主な内容といたしまして、説明欄１の感染

症予防費の(1)新型コロナウイルス感染症保

健所機能強化事業でございますが、自宅療養

者の健康観察等及び保健所が行う感染症対策

に要する経費でございます。 

 説明欄(2)の新型コロナウイルス感染症医

療・検査等体制整備事業につきましては、宿

泊療養者の外来診療に係る医療費助成及び県

が実施しますＰＣＲ検査に要する経費でござ

います。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 
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○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 ４ページでございます。 

 民生施設補助災害復旧費で1,287万円の増

額補正をお願いしております。 

 右側の説明欄でございます。 

 老人福祉施設等災害復旧事業につきまして

は、令和２年７月豪雨で被災しました球磨村

の特別養護老人ホームの災害復旧に要する経

費について助成をするものでございます。 

 高齢者支援課は以上です。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○本田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 老人福祉費でございます。100万円の増額

補正をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 ケアマネジメント活動推進事業といたしま

して、令和３年度の介護支援専門員、いわゆ

るケアマネジャー、こちらの資格取得に必要

となる実務研修受講試験の実施に当たりまし

て、感染防止対策を講じるために必要な経費

を指定試験実施機関に助成するものでござい

ます。 

 認知症対策・地域ケア推進課は以上でござ

います。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○永野社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 生活保護総務費として、1,206万円余の増

額をお願いするものです。 

 説明欄をお願いします。 

 矯正施設等退所者社会復帰支援事業でござ

いますが、今回、支援対象者を拡大すること

から経費の増をお願いするものです。 

 本事業の対象者として、従来は、刑務所や

少年院等の矯正施設退所者、入所期間が終わ

った方のうち高齢または障害を有するため、

福祉的な支援を必要とする方を対象としてお

ります。今回、それに加えて、被疑者や被告

人のうち起訴猶予や執行猶予となり、釈放さ

れた方、刑務所等に入所されなかった方のう

ち高齢や障害により福祉的な支援を必要とす

る方を対象に加えて、社会復帰の支援を行う

ものです。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○坂本子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料７ページをお願いいたします。 

 まず、上段、児童福祉施設費で1,205万円

余の増額補正をお願いしております。 

  説明欄、お願いいたします。 

 これは、市町村が実施する病児・病後児保

育の運営経費を助成するもので、今年度から

国の補助基準額が大幅に増額されたことに伴

いまして、これに対応して、県の予算額、事

業費の３分の１でございますが、これの増額

を今回お願いするものでございます。 

 それから、中段、私学振興費で5,008万円

余の増額補正になっております。これは、新

型コロナ関連として、幼稚園においてＩＣＴ

化を進める費用、それから感染防止対策に関

する経費について、今年度分の所要額を今回

計上させていただくものでございます。 

  続きまして、下段の教育施設災害復旧費

851万円余、増額補正をお願いしておりま

す。これは、昨年７月豪雨で私立学校災害復

旧費、いわゆる幼稚園関係でございますが、

激甚災害が適用されたことに伴いまして、か

さ上げ分の追加助成に要する経費でございま

す。 

 おめくりをいただきまして、８ページ、お

願いいたします。 
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 民生施設補助災害復旧費で５億8,402万円

余の増額補正をお願いしております。 

 これも、昨年の７月豪雨の災害復旧、厚生

労働省関係でございます。被害が大きかった

り、工法の検討が必要だったりと、昨年度、

災害査定交付決定まで至らなかった施設につ

きまして、現在国と協議中のものも含めまし

て、今回予算を再計上させていただくもので

ございます。 

 子ども未来課、以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○米澤子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 母子福祉費といたしまして、4,100万円余

の増額をお願いするものでございます。 

  内容、説明欄を御覧ください。 

 まず、ひとり親対策費でございます。こち

らにつきましては、本年３月に、国の対策会

議のほうで非正規労働者等の対策がまとめら

れました。その中で、独り親対策に関するも

のが２つございました。これに伴う経費の増

でございます。 

 まず、１つ目といたしましては、ひとり親

家庭等支援事業といたしまして、具体的に

は、職業訓練を受ける際の生活費を支給する

事業がございます。こちらにつきまして、要

件緩和等を行うことに伴う経費の増を計上し

ております。 

 (2)、(3)につきましては、県分、国分を、

予算の仕組み上、分けて計上しておりますけ

れども、いずれも同一の事業でございます。 

 具体的には、先ほど申しました訓練期間中

の促進給付金、生活費を支給するものでござ

いますけれども、こちらを受給して訓練を行

った後に就職していらっしゃる方、こういっ

た方の住宅費を負担軽減することを目的とす

るものでございます。 

 また、２ポツ目の児童扶養手当支給事業費

につきましては、様式改正等に伴う国の改正

がございましたので、こちらに伴うシステム

改修費を計上するものでございます。 

 よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 ６月補正予算について御説明いたします。 

 まず、精神保健費で500万円余の増額をお

願いしております。 

 これは、説明欄に記載の自殺予防等対策推

進事業において、ＳＮＳによる相談事業を行

う熊本市や、電話相談員の増員を図る民間団

体への助成を行うために増額を行うものでご

ざいます。 

 次に、民生施設補助災害復旧費で1,900万

円余をお願いしております。 

 これは、障がい者福祉施設災害復旧費で、

昨年７月の豪雨災害により被災しました障が

い福祉サービス事業所の復旧に要する経費に

ついて助成を行うものでございます。 

 単なる原形復旧ではなく、移転して再築す

る案件であったことから、年度内に国の交付

決定がなされなかったため、改めて令和３年

度分として予算を計上するものでございま

す。 

 以上、６月補正予算としまして、全体で

2,400万円余をお願いしております。 

 障がい者支援課の説明は以上です。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 次に、議案第２号の説明

をお願いします。 

 

○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 少し飛びまして、15ページをお願いいたし

ます。 
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 こちらは、５月20日に行いました専決予算

についてでございます。 

 右側の説明欄でございますが、高齢者福祉

対策費で５億8,600万円余の承認をお願いす

るものでございます。 

 事業名としましては、高齢者施設等におけ

るクラスター発生防止対策事業で、中身とし

ましては、高齢者施設等の従事者に対する定

期的なＰＣＲ検査に要する経費でございま

す。５月29日から実施をしておりまして、来

月、７月の６日までの申込みの受付期間とし

ているところでございます。 

 高齢者支援課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 次に、議案第５号の説明

をお願いします。 

 

○永野社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 条例案について説明をさせていただきま

す。 

 資料の16ページをお願いいたします。 

 議案第５号、熊本県保護施設等の設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。 

 16ページと17ページが条例案となっていま

すが、その内容につきましては、次の18ペー

ジ、条例(案)の概要で説明をさせていただき

ます。 

 まず、内容欄、１の条例改正の趣旨でござ

いますが、これは、厚生労働省の基準省令の

一部改正を踏まえ、それに準じて、関係規定

を整備するものでございます。 

 ２の内容としては、大きく４点ございま

す。 

 １点目が、災害対応時における地域住民と

の連携に努めること、２点目が、適切なハラ

スメント対策への対応を強化すること、３点

目が、感染症や災害の発生時における業務継

続計画の策定や研修等を義務づけること、４

点目が、感染症または食中毒の発生の予防及

び蔓延を防止するため、指針の整備等を義務

づけるものでございます。 

 次に、３の施行期日は、令和３年８月１日

を予定しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 次に、報告第１号の説明

をお願いします。 

 

○椎場健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 説明資料の19ページをお願いします。 

 報告第１号、令和２年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告でございます。 

 事業名の欄を御覧ください。 

 まず、総合福祉センター施設整備事業費に

ついて、今年２月の経済対策に合わせまし

て、補正予算に新型コロナウイルス感染症対

策に関わる研修ホール等の改修工事費を計上

したものでございます。791万円余りを繰り

越しております。今年８月末に事業完了する

予定でございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症関連困り

ごと支援事業費についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経

済的影響により困難を抱える独り親家庭や障

害者、生活困窮者の生活を支える支援団体の

活動を支援するもので、3,000万円を繰り越

しております。昨年度と同様に、今年度も引

き続き支援を行ってまいりたいと思います。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 繰越明許費について御説明いたします。 

 説明資料の20ページをお願いいたします。 
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 まず、１の公衆衛生費の感染症指定医療機

関運営指導事業費のうち、3,960万円余を繰

り越しております。 

 これは、感染症患者等の入院受入れを行う

医療機関に対しまして、設備等整備費用の助

成を行う経費でございますが、新型コロナウ

イルス感染症対策に必要な設備につきまして

は、全国的に納入が遅れておりまして、昨年

度内での納品が困難であったため、繰り越し

たものでございます。 

 次に、感染症対応保健所機能強化事業のう

ち、4,240万円余を繰り越しております。 

 これは、財源であります新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金につきまし

て、国で、令和３年度当初予算と一体とし

て、令和２年度第３次補正予算が編成された

ことに伴いまして、切れ目のない支援策を実

施する目的で繰り越したものでございます。 

 続きまして、感染症発生動向調査事業費の

うち、330万円を繰り越しております。 

 これは、ＰＣＲ検査装置整備費用の助成を

行う経費でございますが、昨年度内での納品

が困難であったため、繰り越したものでござ

います。 

 ２の環境衛生費の食肉衛生検査所整備事業

費のうち、9,507万円余を繰り越しておりま

す。 

 これは、食肉衛生検査所の旧庁舎解体工事

等に要する経費でございますが、管理委託契

約等に期間を要し、昨年度内での完了が困難

であったため、繰り越したものでございま

す。 

  なお、工事につきましては、令和３年11月

末の完了を予定しております。 

 次に、動物愛護推進事業費のうち、5,362

万円余を繰り越しております。 

  これは、天草保健所愛護棟整備事業及び新

動物愛護センター整備事業に要する経費でご

ざいますが、天草保健所愛護棟整備事業につ

きましては、令和２年７月豪雨により工期が

延びたことによるもので、新動物愛護センタ

ー整備事業につきましては、設計委託等が年

度内での完了が困難であったため、繰り越し

たものでございます。 

 なお、天草保健所愛護棟の工事につきまし

ては、令和３年９月の完了を予定しておりま

す。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 次の21ページをお願いいたします。 

 ６事業ございますが、まず、事業名欄の一

番上、施設開設準備経費助成特別対策事業費

は、地域密着型特別養護老人ホーム等の施設

開設に伴う備品整備等の経費でありまして、

7,200万円余を繰り越すものでございます。 

  次、２番目の介護事業所等支援事業費と３

番目の新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援事業費につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策を実施します介護事業所等を支

援する経費でございまして、それぞれ7,500

万円余と21億円余を繰り越すものでございま

す。 

 次の４番目ですけれども、老人福祉施設整

備等事業費は、非常用自家発電等の整備を行

う事業で、２億1,300万円余を繰り越すもの

でございます。 

 次の５番目、介護基盤緊急整備等事業費

は、地域密着型特別養護老人ホーム等の施設

整備を行う事業で、３億8,500万円余を繰り

越すものでございます。 

  最後に、老人福祉施設感染症対策事業費

は、簡易陰圧装置の整備等に要するものでご

ざいまして、１億7,700万円余を繰り越すも

のでございます。 

  以上、合計で30億3,700万円余を本年度に

繰り越しておりますが、いずれの事業も、今

年度中の事業完了を見込んでおります。 
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 高齢者支援課は以上でございます。 

 

○本田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 ページ、おめくりいただきまして、22ペー

ジをお願いいたします。 

 事業名の欄を御覧ください。 

 高齢者住宅改造助成事業費でございます

が、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

りまして、工事の年度内完了ができませず、

１件、15万円を繰り越しております。先般、

工事のほうは完了したとの報告を受けており

ます。 

 下段の介護事業所等支援事業費につきまし

ては、介護従事者を対象とした法定研修及び

試験における感染防止対策支援事業におい

て、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

りまして、昨年度に実施予定であった研修の

一部を今年度に実施することとなりましたこ

とから、94万円余り繰り越しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○坂本子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料23ページ、お願いをいたします。 

 上段の民生費でございますが、放課後児童

健全育成事業等感染症対策事業費で２億

7,300万円余の繰越しを行っております。 

 これは、昨年度の国の３次補正で計上され

た放課後児童クラブの感染症対策に係る助成

事業で、今年度に繰越しさせていただきまし

て活用する部分でございます。 

 それから、下段の衛生費、不妊対策事業費

についてでございます。これも国の３次補正

関連でございます。 

 特定不妊治療の助成に要する経費で、今年

度に繰り越しての活用が、国のほうから可能

ということをいただきましたので、1,600万

円余りを繰り越して今年度分として充当する

ものでございます。 

 おめくりいただきまして、24ページをお願

いいたします。 

 教育費、認定こども園施設整備事業費で

2,900万円余の繰越しをいたしております。 

 これは、熊本市の認定こども園１か所につ

いて、新型コロナの影響で工期の遅れが発生

しましたため、年度内の竣工ができずに繰り

越したものでございます。直近の情報では、

６月をめどに竣工をしたいということで報告

を受けております。 

 子ども未来課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○米澤子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料の25ページを御覧ください。 

 子ども家庭福祉課といたしましては、児童

福祉費といたしまして、２億6,800万円余の

繰越しをお願いするものでございます。 

  事業につきましては、４つございまして、

これらは、いずれも２月の補正でお認めいた

だいたものでございます。中身といたしまし

ては、新型コロナウイルス感染対策といたし

まして、それぞれの事業につきまして、感染

対策を行いながら継続するものでございま

す。これらの事業につきまして、令和３年度

におきましても活用させていただきたいと考

えております。 

 簡単ではございますけれども、子ども家庭

福祉課は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 まず、民生費の社会福祉３事業で、合計12

億6,500万円余の繰越しを行っております。 

 １つ目の新型コロナウイルス感染症対策特

別事業費及び２つ目の障がい者福祉施設整備
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事業費は、いずれも、国の３次補正を受けま

して、２月補正予算で予算措置を行ったた

め、年度内の執行が困難となり、繰り越した

ものでございます。 

 ３つ目の新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援事業費は、障がい者福祉サービス事業

所の職員への慰労金の支給などに要する経費

でして、既に支給は完了しておりますが、実

績報告の審査などが年度内に完了しなかった

ため、繰越しを行ったものでございます。 

 次に、２の児童福祉費、こども総合療育セ

ンター管理運営費で1,400万円余の繰越しを

行っております。 

 これは、こども総合療育センターにおい

て、マイナンバーカードの健康保険証利用に

対応するためのオンライン資格確認システム

の導入に要する経費などについて、年度内の

執行が困難となったため、繰越しを行ったも

のでございます。９月末には完了する予定と

なっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 災害復旧費の障がい者福祉施設災害復旧費

で1,500万円余の繰越しを行っております。

 これは、昨年７月の豪雨災害により被災し

ました障害者福祉サービス事業所の備品や設

備に係る経費への助成でして、移転、再築の

案件であることから、年度内の事業完了が困

難となったため、繰越しを行ったものでござ

います。 

 障がい者支援課の説明は以上です。よろし

くお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 最後に、報告第３号の説

明をお願いします。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 飛びまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 事故繰越について御説明いたします。 

 １、社会福祉費の障がい者福祉施設整備事

業費で３億9,100万円余の繰越しを行ってお

ります。 

 これは、老朽化に伴います入所施設の建て

替えを行うものですが、令和２年の７月豪雨

によりまして建設予定地ののり面の一部が崩

壊して復旧工事が必要となったため、やむを

得ず事故繰越を行ったものでございます。12

月には完了する予定となっております。 

 障がい者支援課の説明は以上です。よろし

くお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 以上で前半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑

を受けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のまま説明をお願いします。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言をお願いいたします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○藤川隆夫委員 10ページの障がい者支援課

の精神保健費の自殺予防等対策推進事業に関

して、ちょっとお尋ねいたします。 

 昨年からのコロナウイルスの関係で、経済

的にも非常に県下各企業ともダメージを受け

ておりますし、各家庭も同じような状況が続

いているかというふうに考えております。そ

の中で自殺者が全国的にも増えているという

話も聞いておりますし、県内におけるその状

況等について、まず教えていただければと思

います。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 自殺者の状況ですけれども、県内の。委員
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おっしゃるとおり、全国的には10年ぶりに、

昨年１年間増加しております。この統計は警

察庁から出されておりまして、県内でも、昨

年の１年間では、16人増加して296人という

ふうになっております。 

 

○藤川隆夫委員 分かりました。その中で、

コロナ禍が原因と思われるものというのはあ

りますか、それとも健康的なものと、恐らく

大きく分けると、この２つだろうと思うんで

すけれども、その内訳みたいの分かります

か。 

 

○下村障がい者支援課長 障がい者支援課で

す。 

 一応、実際に自殺の原因というのは本人が

自殺した後だものですから、なかなか明確な

ものはちょっと分からないんですが、警察統

計の中で幾つか分類に分けて示されておりま

す。その中で一番多いのが健康被害というこ

とになります。健康問題の方が47％、本県で

おられます。次が経済、生活問題という形に

なります。これが約17％ということになりま

す。それから、３つ目は家庭問題と、これが

14％という内訳になっております。 

 

○藤川隆夫委員 今ので分かりましたけれど

も、まだコロナというのは、これからもまだ

続いていくというふうに考えられております

し、その中で、県経済に与えるダメージとい

うのは、さらに大きくなってくるものだとい

うふうに思っております。ワクチン接種が進

めばある程度落ち着くとは思うんですけれど

も、今言ったような形での経済的なものとい

うのは、まだまだ続いていきそうにあります

し、その中で、このＳＮＳを通じたり、ある

いは電話での相談窓口の人員増員という形で

やられるということでありますので、この部

分は進めていただきたいし、さらに様々な場

面で、多くの県民、市民のこのコロナ禍によ

る経済的な困窮の部分に関しまして拾い上げ

ていただいて、自殺につながらないような形

での仕組みをつくっていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○内野幸喜委員 15ページ、高齢者支援課、

この高齢者施設等におけるクラスター発生防

止対策事業、ＰＣＲ検査。恐らくこれ、国の

ほうからもやってくれっていうことでやるん

だろうと思いますが、５月29日から７月６日

まで受付ということで、現状どれぐらいの申

請があっているのかというのと、内容的に、

以前聞いたのは、１週間に１回、それを４回

ほどやるということをちょっとお聞きしたん

ですが、今現在の状況についてちょっとお聞

かせいただければと思います。 

 

○篠田高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 委員が今御説明いただいたように、５月29

日から７月６日までやっているんですけれど

も、現状としまして、対象の施設が約1,000

施設あるんですけれども、今までＰＣＲ検査

を受けた施設、これ、６月25日までの資料に

なりますけれども、約1,000施設、ただ、１

週間に１回ずつやっている形でありまして、

１回目を終了したのが大体45％ぐらいの施設

が受けていると、２回目を受けている施設が

30％ぐらい受けていると、３回目を受けてい

るのが16％ぐらい、４回目に入ったのが6.5

％ぐらいという形になっているところでござ

います。現状としましては以上でございま

す。 

 

○内野幸喜委員 本県の場合は、他県よりも

ワクチン接種の優先接種の、いろんなとこ拡

大して、高齢者施設等も優先接種の対象にし
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てたわけですよね。そうしたときに、果たし

て、この高齢者施設のＰＣＲ検査というのが

効果があるのかというのが１つ、ちょっと疑

問に感じるんですね。しないよりはしたほう

がいいと思います。 

 そうしたときに、私が思うには、ほかの分

野にこれをちょっと特化したほうがいいんじ

ゃないかと。例えば、医療関係でも、最近院

内感染が出たところを見ると、新たに入院し

てきた方が、実は陽性者だったと。それで、

同じ病室内で感染が拡大したというケースが

幾つかありました。 

 そういう意味では、例えば、入院される方

にＰＣＲ検査を義務づけるとか、他県のケー

スを見ると、それを義務づけているケースと

かって結構あるんですね。それに対して、県

が補助をしてるというケースもあります。そ

ういったことが効果があるんじゃないかなと

いうふうに思うんですが、その点はどうです

か。 

 これ、ちょっと、どこになるんですかね、

担当課は。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 今委員がおっしゃられたように、新たな入

院患者が持ち込んで院内感染を起こすという

事例が県内でも実際起こっております。た

だ、新たな入院患者につきましては、医師の

判断で、現在でも保険適用で検査ができるよ

うになっておりますので、ぜひ、ドクターに

関しては、その制度といいますか、判断で検

査を実施していただければというふうに思っ

ておりますし、実際、ほとんどの医療機関で

は、入院前の検査っていうので、検査をされ

て、実際、そこで陽性が見つかっているとい

う事例も、県内でも実際あっておりますの

で、ぜひ積極的に入院前の、受入れ前の検

査、保険適用検査で実施いただければという

ふうに思っております。 

 

○内野幸喜委員 保険適用検査ができるんで

あれば、そこを県のほうも各医院のほうにも

言っていただきたいなと。実際、それをせず

に後で分かったケースというのもやっぱりあ

りますから、そこは、より徹底してほしいな

というふうに思います。 

 それから、先ほどのこの高齢者施設等にお

けるＰＣＲ検査というのは、それぞれ１回、

２回、３回、４回と、今パーセンテージ聞き

ましたけれども、今後の見通しというのは、

基本的にこのままやり続けた場合は、大体い

つぐらいに基本的な約1,000施設ってのが終

わる形になるんですか。 

 

○篠田高齢者支援課長 多分、委員が今御指

摘いただいたように、ワクチンとの関係があ

ると思っております。ワクチンの接種状況も

施設のほうに今聞いておりますけれども、１

回目、ほとんどのところが大分終わっており

まして、２回目も、結構なところが今終わっ

ているのかなというふうに今感じているとこ

ろでございます。 

 そのワクチン打ってやっぱり２週間もすれ

ば大体効果があるというふうに言われており

ますので、その辺も考慮しながら施設のほう

もやっていらっしゃるのかな。だから、１回

目から２回目、２回目から３回目、３回目、

４回目とだんだん少なくなっているのかなと

いうふうに思っているところでございまし

て、７月に入りますと、もうあまり申込みと

しましては伸びてこないのかなというふうに

は思っているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 恐らくそうなるだろうと思

います。 

 引き続き、ちょっと、今ワクチンの話が出

たんで、ワクチンもいいですかね。 

 

○橋口海平委員長 ワクチンは後半で。 
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○内野幸喜委員 分かりました。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

 

○西聖一委員 ３点ほどお尋ねします。 

 まず、２ページ目です。健康福祉政策課で

す。 

 職員を都道府県に派遣するとなってます

が、具体的な県が分かればっていうのと、１

人当たりどれくらい、何日ぐらい協力するの

か、それから都が入っているんですけれど

も、これはオリンピックと関係あるのかどう

かをお聞きしたいと思います。 

 それと、続けて質問します。 

 ９ページの子ども家庭福祉課の事業です

が、ひとり親対策費で、これ、対象、どれく

らいの人数見ているのかを教えてください。 

 それから、最後ですけれども、16ページの

条例改正の件ですが、これの条例を改正する

ことによって児童相談所の中にある一時保護

施設、これは改修する必要が出てくると思い

ますが、それについてはどのように今お考え

なのか、お聞きしたいと思います。 

 

○橋口海平委員長 それではまず、１点目の

椎場健康福祉政策課長。 

 

○椎場健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 資料２ページの新型コロナ対応に係る保健

指導の専門職員の派遣について御質問いただ

いております。 

 まず、今回派遣をしましたのは４月ですけ

れども、保健師と看護師を派遣しておりま

す。宮城県のほうに今回派遣をしました。期

間につきましては、すみません、令和３年の

４月７日から４月26日までということになっ

ております。大体、保健師につきましては４

名、それから看護師につきましては、こちら

は病院局のほうで対応していただきましたけ

れども、３名を順次、４日ないし５日なりの

交代で派遣するといったような対応を取らせ

ていただきました。 

 一応、今回につきましては、そういう形で

実際に派遣をいたしましたものですから、当

初予算に一部予算を計上しておりましたけれ

ども、今回増額をさせていただいているとい

うものでございます。 

 なお、都が入っておりますという話でした

けれども、今回は、あくまでも全国知事会か

らの要請に基づきまして、県の状況が許せば

応援派遣をするというふうな形で対応してお

りまして、全国知事会からの要請などを踏ま

えまして、あと、県の感染状況を踏まえて対

応するというふうにしておりますので、今後

もそのような形で対応させていただきたいと

思っております。 

 

○橋口海平委員長 ２つ目の質問、米澤子ど

も家庭福祉課長。 

 

○米澤子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 御質問いただきました９ページの(1)番、

ひとり親家庭等支援事業の部分でございます

けれども、具体的には高等職業訓練給付金と

いうものの事業でございます。こちらの事業

につきまして、毎年の新規受給者をベースに

積算いたしておりまして、大体14名ほどの受

給が見込まれるのではないかというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

 

○橋口海平委員長 続きまして、３つ目が永

野課長。 

 

○永野社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 御質問いただきました16ページからの条例
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の改正でございますけれども、これが保護施

設等ということで、生活保護の施設になって

おります。県の所管で言いますと救護施設の

６施設が対象となるものでございます。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 １番と２番は了解いたしまし

たが、最後の分は、一時保護施設は対象外っ

てことですか。 

 

○永野社会福祉課長 あくまで今回の条例に

つきましては、生活保護の施設ということで

ございます。 

 

○西聖一委員 分かりました。すみません。 

 

○橋口海平委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、以上で前半グループの質疑を終

了します。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで約５分休憩いたします。 

 再開は、10時45分からとします。 

  午前10時40分休憩 

  ――――――――――――――― 

  午前10時45分開議 

○橋口海平委員長 それでは、始めさせてい

ただきます。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、後半グループ、健康局の議案等

について、執行部の説明を求めた後に質疑を

行いたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに、着座のまま簡潔にお願いします。 

 また、本日の委員会は、パソコン等で視聴

できるよう庁内に配信しておりますので、発

言内容が聞き取りやすいよう、マイクに近づ

けて明瞭に発言をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、担当課長より、議案第１号から

説明をお願いします。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 11ページをお願いします。 

 ６月補正予算関係でございます。 

 予防費で１億780万円の増額補正をお願い

しております。 

 事業は、説明欄のとおり、感染症予防費、

医療機関感染対策支援事業１本です。 

 この事業は、２つの小事業がございまし

て、１つが、新型コロナ感染症の疑い患者を

受け入れる救急医療、周産期医療、小児医療

を担う医療機関において、院内感染防止に必

要な個人防護具等の設備整備に要する経費に

対する助成でございます。 

 もう一つが、新型コロナ感染症患者を受け

入れる医療機関において、患者対応等のた

め、深夜勤務となる医療従事者向けの宿泊施

設確保に要する経費に対する助成です。 

 医療政策課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料の12ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費です。今回、17億4,859万

円余の増額補正をお願いしております。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 衛生諸費につきまして、新型コロナ対応関

係の軽症者等療養支援体制整備事業になりま

す。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の軽症

者等が宿泊療養を行うために必要な生活支

援、健康管理等に要する経費で、患者増に備

えた受入れ施設の増に応じまして、運営に係

る経費を増額するものです。 

 この結果、公衆衛生総務費の補正後の予算

総額は、表の左から５列目最下段のとおり、

53億1,571万円余となります。 

  健康づくり推進課は以上でございます。御
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審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 資料の13ページをお願いいたします。 

 補正予算について御説明いたします。 

 公衆衛生総務費でございますが、13億

5,155万円余の増額をお願いしております。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の軽症

者等が療養するための宿泊施設の借り上げに

要する経費でございます。 

 薬務衛生課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 次に、報告第１号の説明

をお願いします。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課です。 

 28ページをお願いします。 

 令和２年度熊本県一般会計繰越明許費繰越

計算書でございます。 

 医療政策課では、公衆衛生費の２事業で、

計11億2,505万円余を繰り越しております。 

 まず、新型コロナウイルス感染症入院医療

機関設備整備事業費は、９医療機関において

２億6,187万円余を繰り越しております。 

 この事業は、新型コロナ感染症患者を受け

入れる医療機関において、診療に必要な人工

呼吸器等の設備整備に要する経費に対し助成

するものでございます。 

  次に、医療機関感染症対策事業費は、25の

医療機関において８億6,318万円余を繰り越

しております。 

 この事業は、新型コロナ感染症の疑い患者

を受け入れる救急医療等を担う医療機関等に

おいて、院内感染防止に必要な個人防護具等

の設備整備に要する経費に対し助成するもの

でございます。 

  ２つの事業とも、導入する設備の納入につ

いて、全国的な品薄等で遅れており、年度内

の完了ができなかったものでございます。 

 医療政策課は以上でございます。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 繰越明許費について御説明いたします。 

 資料の29ページをお願いいたします。 

 まず、２の環境衛生費の生活衛生営業振興

対策事業費について、262万円余を繰り越し

ております。 

 これは、２月補正で予算措置を行いました

生活衛生同業組合が実施する新型コロナウイ

ルス感染防止対策に対する助成事業でござい

ますが、昨年度内の執行が困難であるため、

繰り越したものでございます。 

 次に、３の医薬費の薬事許認可事業費につ

いて、588万円余を繰り越しております。 

 これは、医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律の一部改

正に伴う衛生総合情報システムの改修に要す

る経費でございますが、改修に時間を要する

ため、昨年度内の完了が困難であったもので

ございます。今年の７月までに完了の予定と

なっております。 

 薬務衛生課は以上でございます。 

 

○橋口海平委員長 最後に、報告第10号の説

明をお願いします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 報告第10号、歯科保健対策の推進に関する

施策の報告について行います。 

 33ページをお願いいたします。 

 熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例に

基づきまして、歯科保健の現状、令和２年度

の主な取組の成果、令和３年度の取組の概要

の３点について御報告いたします。 

 まず１点目、熊本県の歯科保健の現状につ
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いて御説明いたします。 

 (1)子どもの歯の現状につきましては、１

歳６か月児、３歳児ともに虫歯の有病率が前

年度よりも減少しておりますが、１歳半、

1.89％と全国46位、３歳児が20.39％で全国

45位という状況です。また、12歳児の１人平

均虫歯数は0.8本で全国23位となっておりま

す。 

 (2)の成人の歯の状況は、進行した歯周病

を有する人の割合は、40歳、60歳ともに全国

と比較して高い状況にあります。 

 (3)の高齢者の歯の状況です。いわゆる

8020であります。80歳で20本以上ある人の割

合は、全国と比べて、若干ですが、よい状況

です。 

 (4)市町村のフッ化物洗口の取組状況です

が、熊本市以外では、保育所等の実施率は83

％、また、小中学校の実施率は69.7％となっ

ております。 

 県では、フッ化物洗口の働きかけを強化い

たしまして、平成30年度には、小中学校の実

施率が100％になりましたが、今般の新型コ

ロナウイルス感染症の影響によりまして、昨

年度、学期途中までの休校や、分配のボラン

ティアの方が学校に入ることができないなど

から、一部の市町村において一時中断されて

いることから、実施率が減少しております。 

 続きまして、34ページをお願いいたしま

す。 

 熊本市の状況でございます。 

 熊本市では、令和２年４月１日施行した熊

本市歯と口腔の健康づくり推進条例が制定さ

れておりますが、昨年度、36の小学校で実施

されております。 

 ５番のフッ化物洗口事業の成果について、

２点御説明いたします。 

 まず、12歳児の虫歯の状況には改善が見ら

れております。平成21年度は１人平均2.6

本、全国46位でしたが、令和元年度は0.8

本、全国23位と改善しております。 

 ２点目は、早期に全小中学校で実施しまし

た玉東町、産山村、高森町においては、12歳

児の虫歯がはっきりと減少しております。 

 続きまして、35ページをお願いいたしま

す。 

 令和２年度の主な取組の成果について、関

係課ごとに事業の成果を記載しております。

右の欄の担当課ごとに説明いたします。 

 最初に、健康づくり推進課では、歯科保健

推進事業としまして、(1)の8020運動の推進

のための人材育成、(2)の糖尿病に関する医

科歯科連携、(4)のむし歯予防対策として、

市町村が行うフッ化物洗口に対する助成を行

っております。 

 36ページをお願いいたします。 

 医科歯科病診連携発展事業では、がん治療

による口腔の合併症予防のための医科歯科連

携拡大に向け、協議会や人材育成を行いまし

た。 

 次に、障がい者支援課でございます。 

 各地域の歯科医師等を対象にしました研

修、障害者の特性に関する理解の促進を図っ

ております。 

 次に、医療政策課では、２事業あります

が、県歯科医師会による障害児・者歯科医

療、八代市歯科医師会によります休日歯科診

療事業への助成を行っております。また、医

科歯科病診連携の拡大に向けまして、協議会

や回復期医療機関へ説明を行いました。 

 37ページをお願いいたします。 

 認知症対策・地域ケア推進課では、４事業

あります。 

 まず、在宅歯科医療に関する取組といたし

まして、在宅に移る際の相談窓口や訪問歯科

診療調整などを行います在宅歯科医療連携室

の運営費を助成しております。 

 次に、在宅歯科医療に必要な医療機器等の

購入費を11医療機関に助成いたしました。 

 ３番目ですが、新型コロナの影響で中止し

ました研修につきまして、令和３年度の実施
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に向けて関係者と検討を行っております。さ

らに、歯科衛生士による高齢者の自立支援事

業では、歯科衛生士が施設や介護の現場にお

いて専門的な助言ができるよう、研修に関す

る助成を実施しております。 

 最後の最下段になりますが、子ども未来課

の関係では、早産予防対策事業を実施いたし

まして、県内の妊婦の方々を対象に、早産の

一因となります歯周病などの妊婦健診等を行

う市町村へ助成を行っております。 

 続きまして、38ページをお願いいたしま

す。 

 最後に、教育庁体育保健課の関係では、小

中学校でのフッ化物実施に向けまして、市町

村や学校の取組が円滑に進むよう支援を行っ

ております。 

 また、歯・口の健康づくり研究推進校とし

て、阿蘇市立内牧小学校を令和元年度から２

年間指定しまして、虫歯や歯周病予防を実施

しております。 

 39ページ以降は、令和３年度の主な取組の

概要についてまとめております。取組の概要

につきましては、ただいま御説明しました令

和２年度の取組内容とおおむね重複いたしま

すので、令和３年度の新規事業のみ御説明い

たします。 

 40ページをお願いいたします。 

 (6)の歯科疾患実態調査は、厚生労働省が

各都道府県の歯科保健の状況を把握するた

め、その対策の推進のための基礎資料を得る

目的で、５年ごとに実施される調査になって

おります。 

 歯科保健対策についての報告は以上です。

よろしくお願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 以上で後半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑

を受けたいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のままで説明してください。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりし

た口調で発言いただきますようお願いいたし

ます。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 健康づくり推進課、歯科保

健対策の推進に関する施策の報告について、

ありがとうございます。 

 ワクチンのことは、誰かするかなと思った

んで、ちょっとあれだったんですけれども、

すみませんね、ちょっとここで聞きたいと思

います。 

 これも議員提案でつくった条例で、フッ化

物の洗口やっていただいて、ここにあったよ

うに、やはり小中学校では、やはり改善がか

なり見られているなと思うんですが、１歳、

３歳の虫歯保有率っていうのは、やっぱりま

だこの条例が始まる前と同じで、全国ワース

トスリーの中に入っているという状況なんで

すよね。 

 口腔の健康と体の健康はすごくリンクして

るってのが、さらに最近なってきているの

で、ここの１歳とか３歳のいわゆる子供た

ち、いわゆるその若い親御さんたちへの啓発

になるのかな。この辺は、何かちょっと考え

ているのか、ちょっと教えていただければと

いうふうに思います。 

 

○岡健康づくり推進課長 議員御指摘のとお

り、やはり若い保護者の方たちの意識づけと

いうのが非常に大事になっております。 

 この状況を踏まえまして、１つは、妊娠期

からということで、各産科の医療機関につい

て、この現状を報告するようなチラシ、ポス

ターを作っておりまして、早い段階、妊婦か

らの口腔保健、口腔の改善、それと３か月時
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等から改善を行っていただくような周知啓発

を行っております。 

 それと併せまして、在宅の歯科衛生士の研

修を行っておりまして、市町村と連携した働

きかけを行っております。今年度は、やはり

悪くなった保健所管内もございますので、そ

こには重点的な対応をするように支援をして

いきたいと思っております。 

 

○池田和貴委員 分かりました。ぜひ進めて

いっていただきたいというふうに思うんです

が、ただ、やっぱり若い世代って、その情報

の受け取り方が、私たちの世代とやっぱり大

分変わってきていると思うんですよね。いわ

ゆるＺ世代ってマスコミでちょっと読んだん

ですけれども、Ｚ世代の人たちは、ほとんど

テレビも見ないし、受け取る情報ってユーチ

ューブとか、そういったネットから情報を受

け取るので、やっぱりその情報を受け取る経

路に合わせた情報発信というのも考えていく

必要があるのかなというふうに私自身はちょ

っと思っているんですよね。具体的に何がい

いのか分からないんですが、ぜひ世代に応じ

て情報を受け取るその経路のことも考えて、

施策のほうを考えていただければということ

を要望しておきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○岡健康づくり推進課長 ありがとうござい

ます。 

 

○橋口海平委員長 いいですか。ほかに。 

 

○内野幸喜委員 関連して。この条例、私、

条例ができたときの策定委員会のメンバーで

した。これ、やっぱりこの１歳児半、ここが

やっぱりワーストスリーに入ってるというの

は、これ、非常に深刻な問題で、やっぱりそ

の親にいかに啓発していくかということが大

事だと思います。 

 自民党県議団で歯科医師会の方等と意見交

換する中で、乳歯、入れ替わる前の歯が虫歯

で、それがその後の入れ替わるときに影響す

るのかって、やっぱり大いに影響するとおっ

しゃってました。乳歯のときに虫歯がある

と、虫歯菌を保有しやすくなるということ、

そういうのをおっしゃってたんで、やっぱり

ここの部分が非常に大事だと思いますので、

しっかりとその啓発ということをやっていた

だきたいなというふうに思います。 

 私からも要望ということですね。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

 

○池永幸生委員 ページ33から34に限ってで

すけれども、本当にフッ化物洗口事業、こ

れ、すばらしいことだなと思っております。

私の地元のほうで、これの取り入れに、反対

する議員、市会議員のときはいたんですね。

だけど、それは今ここの説明では、ボランテ

ィアでやられる、多分そのときは勘違いされ

たと思いますけれども、学校の先生たちがや

る形じゃなかったのかな。こういった形で、

ボランティアはどういった形で集められるの

か、どういったところに頼んでおられるのか

をちょっとお聞きします。 

 

○岡健康づくり推進課長 学校の先生がやら

れているところも一部ございますし、保護

者、あとはもう歯科保健ボランティアという

ことで、学校側から集められた方たちでやら

れているところもございます。 

 以上です。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

 

○内野幸喜委員 ワクチンはいいんですか

ね。 

 部長の説明の中にありましたけれども、県

民広域接種センターという話がありましたけ
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れども、まず、この間の一般質問の中でも、

私のときもそうでしたし、末松先生のときも

そうだったんですが、まず、職域接種、ちょ

っと今、21日以降申請が入って、もう始まっ

てるんですが、今現在どんな状況なのかをち

ょっと聞かせていただければなと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 職域接種につきまして

は、一応国のほうが接種実施主体になってお

りますけれども、一応申請のほうは、県を通

して国のほうに上がっておりまして、現在、

24日時点ですけれども、52の施設のほうが申

請のほうをしております。 

 

○内野幸喜委員 少しずつ増えてきているわ

けですね。最初、40幾つというのが49になっ

て今回52と。この職域接種について、今、ち

ょっとこのメディアのほうで、いろいろと情

報が入ってくるのが、一旦申請の受付をスト

ップするっていう話がありました。県内の職

域接種スタートしている企業等もありますけ

れども、その辺の影響について、どういうふ

うに考えているのかというのをちょっとお聞

かせいただければなと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 大臣の一時停止すると

いうことにつきましては、報道のほうで承知

しております。先ほど申しましたように、国

が直接実施主体ですので、いつ施設のほうに

ワクチンが届いているかというほうについて

は県のほうも把握しておりませんで、ただ、

今現在、まだ国のほうで審査している案件が

たくさんあるというふうに聞いておりまし

て、なるべく県内の多くの申請が認められる

ように、県といたしましても要請のほうはし

ていこうというふうには考えております。 

 

○内野幸喜委員 実施主体が国ということな

んで中身はあんまり分からないということだ

ったと思うんですけれども、実は私の地元の

企業も申請しますと、これ、造船の会社だっ

たんですが、去年クラスターも発生させたも

んですから、申請するって話があって、申請

されました。やっぱり課題は、打ち手の確保

だったんですけれども、せっかくやっぱり準

備して、いざ申請したところで、やっぱりそ

ういうふうになると、何かせっかくやろうと

思ってたのが、何か折られたという感じにな

るものですから、そこのところは、情報収集

も、幾ら国が事業実施主体とはいえ、しっか

りしてほしいなというふうに思います。 

 引き続き、県民広域接種センターでの８月

からの稼働ですけれども、優先接種、この

間、幼稚園教諭だったりとか保育士だったり

とかって話がありました。実は、保育園の保

育士の方からいろんな相談とかがあって、基

本的には、園児にはマスクをして接している

けれどもと。ただ、非常に園児の発育を考え

たときに、果たしてこれでいいんだろうかと

いうのを疑問に思うっておっしゃってまし

た。やっぱり表情を見ることが、子供たちに

とっては、この先生、この保育士、どういう

ふうに考えてるんだろうかと。あと、言葉を

覚える上でも非常にやっぱり大事だっていう

話があって、言われてみればそうなんだな

と。だから、やっぱり、もし優先接種ができ

るんであれば、したいっておっしゃる方が多

かったんですね。今その優先接種についての

考え方を改めてどういうふうになっているの

かというのお聞かせいただければなと思いま

す。 

 

○樋口薬務衛生課長 県民接種センターのほ

うでの団体予約枠の中で優先接種を決めてお

りまして、まず、高齢者、障害者の居宅施設

サービス事業所の従事者、また、乳幼児、児

童生徒に接する保育士、教職員の方々、ま

た、治安、安全を守る警察の方とか、あと、

感染防止対策の認証店あたりを優先的に県の

ほうでは行おうと思っておりまして、また、
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この優先の考え方につきまして、市町村のほ

うにも、県のほうではこういうことに基本で

考えてますと、市町村におかれましても、こ

ういったものを、こういった考え方を基に市

町村においての優先対象のほうの検討をして

いただくようお願いしているところでござい

ます。 

 

○内野幸喜委員 団体予約枠の中でやるって

ことですね。８月から稼働させるってこと。

もし８月より早めにできるんであれば、そう

してほしいなというふうに思います。 

 それと、もう１点だけいいですか。 

 今県のほうでは毎日メールで感染状況等送

ってきていただいています。その中に、陽性

者数であるとか、ＰＣＲの検査数であると

か、あと、市町村ごとのこれまでの陽性者数

とかが入っているんですけれども、ぜひこれ

が、毎日分かっているんであれば、ワクチン

の接種者数というか、それも一緒に併せて載

せてほしいなと思います。 

 実は、やっぱり聞かれるんですね。ただ、

実は県のホームページなくて、マスコミのほ

うの自社サイトからはそういうの出てくるん

です。あと、国の官邸のホームページとか。

肝心なのは、県もやっぱりそういった情報も

載せてもいいんじゃないかなと思いますの

で、これ、要望で１つ言います。 

 

○池田和貴委員 関連で。今内野先生が御指

摘されたように、やっぱりその情報の提供っ

てすごく大事だと思うんですよ。特に、関心

の高いところというのは積極的に出していか

ないと、自らのところで自らの意思で出した

情報と、ある第三者を通じて報道されるっ

て、必ずしも一致するとは限らないわけです

よね。県として、しっかりとその自分たちの

意思で伝えたいときには、だから、県のホー

ムページに来てもらわなきゃいけないんだけ

れども、だけど、県のホームページに来ても

何もないと分かったら誰も見向きもしないよ

うになるんじゃないかなって私は思うんです

よね。そういった意味では、だから、県とす

ると、やっぱり情報発信をしながら、日頃か

らやっぱり何かあれば県のホームページにい

けば、自分たちが疑問に思っていることが解

決できるようなそういう導線をつくっとかな

いと、いざというときに必ず第三者を通じて

の、いわゆるネット情報だとかそういったの

に出てしまうってことになってしまうんじゃ

ないかなっていう危惧をしているんですよ。 

 ですから、今、私は内野先生がおっしゃっ

たことはすごく重要なことなんで、ぜひそう

いったことを皆さん方にはやっていただきた

いということで、私も要望しておきたいと思

います。 

 

○城戸淳委員 ワクチン接種の関連で、ちょ

っとお尋ねします。 

 今ワクチン接種券がいろいろ、もうずっと

各市町村もやっております。12歳から15歳の

いわゆる中学生、これが各市町村で温度差が

あって、例えば、熊本市内はもう12歳から15

歳を発送されております。ただ、例えば、荒

尾、玉名だったらまだ全然。その辺をどうす

るのか。もちろん学校に集団接種というのは

いろいろ問題がありまして、これは親の承認

も要るもんだけん。ただ、いろいろ考えてみ

ますと、12歳から15歳の接種に関しては、親

の承諾の下に多分接種される方は行くと思う

んですけれども、例えば、親と一緒に今行け

ない状況になっていると。というのが、熊本

市の場合は、今65歳からずっと60歳とか、段

階的にいくから、年齢が若い方、まだ先送り

なんですよね。ただ、親はもう行かれる状

態。ただ、だからそれを一緒に受けられると

いうことは、そういうのができれば一番いい

のかなと思って、その辺の12歳から15歳のこ

とはどういう見解なのか、各市町村もまだ全

然何か、まだ見ている状況でございますけれ
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ども、どうなんですかね、その辺は。 

 

○樋口薬務衛生課長 子供の接種につきまし

ては、今文科省のほうから、学校での集団接

種は、現時点では推奨しないという通知のほ

うがあっておりまして、今一方で地域の実情

におきまして、市町村の判断で学校での集団

接種も実施できますので、その場合の留意点

については、通知のほうが示されているとこ

ろではございます。 

 今後、子供の接種につきましては、やっぱ

り子供の安全、安心、保護者の理解とか、き

め細やかな対応が必要と考えておりますの

で、市町村につきましては、国から出ました

通知を留意して適切に対応していただくよう

に今お願いしているような状況でございま

す。 

 

○城戸淳委員 分かりましたけれども、本当

に親御さんは、やっぱり打たせたいという親

御さんもいらっしゃいまして、もうよけれ

ば、２回行くより１回で済まないかなと。こ

れはもう、例えば、今までインフルエンザの

やつもあるので、そういう資料は多分小児科

にはあると思うんですよね。そういう今まで

受けられた方、そういうのを利用すれば、例

えば、接種券がなくてもできるんじゃないか

なということを医師会の方は言われる方もい

らっしゃいますけれども、そういうことで、

ぜひその辺は、今のところ各市町村その辺が

戸惑っている状況だと思いますので、先ほど

国のあれを見てからってことですので、ぜひ

早めにそういうのを各市町村に流していただ

きたいなと思います。 

 以上でございます。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 ワクチン接種のお話なんで

すけれども、優先接種の中に障害者の話があ

ったかと思います。知的、精神の方々も、も

う既に65歳以上の方は打たれているんですけ

れども、それ以下の方々を、じゃあどういう

形で打つのかという話があって、基本的にや

っぱり顔見知りの医者なり看護師じゃないと

なかなか難しい側面があって、その方たちを

病院で打つのか、あるいはその施設内で高齢

者の施設と同様に打っていいのか。この部分

というのは何か指示は出されてますか。分か

んないかな。 

 というのは、やっぱりそういう話がもう既

に医療機関に来てまして、施設内で打ってほ

しいという話がやっぱり来てるんですよね。

ただ、施設内でいくには、看護師さんはいら

っしゃいます。ただ、ワクチンは持っていか

なきゃいけないし、そこで希釈しなきゃいけ

ない。その中で打った場合のアナフィラキシ

ー出たときに、じゃあどうするんだっていう

話も含めて対応しなきゃいけないんで、どう

いう形でやったらいいのかというのは非常に

悩ましいところです。 

 今言った知的、精神の方々は、恐らく施設

内で打つのがベストだろうと思います。た

だ、今言ったような環境がきちっと整備でき

ればいいんですけれども、そうじゃない場合

に、じゃあどうするんだって話がもう既に出

てきているんで、できれば、県のほうとして

は、高齢者の施設と同様に、いいですよって

言っていただければ、その体制、設備をそこ

にやっとってもらうように言っていただけれ

ば可能かというふうには思っておりますの

で、その分、よろしくお願いします。 

 

○橋口海平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第２号及び第５号に



第５回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（令和３年６月29日) 

 - 21 - 

ついて、一括して採決したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外２件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外２件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入りますが、本日は、３密

を防ぐために出席職員を限定しておりますの

で、この場でお答えできない内容について

は、後日、文書等で回答させていただくこと

といたしますので、御理解と御協力をお願い

いたします。 

 それでは、委員から何かございませんか。 

 

○西聖一委員 ２点、ちょっとお尋ねしたい

んですが、１点目は、ＰＣＲ検査の熊本空港

での検査です。これは熊本市議会から要請が

あっていると思いますけれども、この対応に

ついてどのように考えられているのかという

のと、もう一点は、豪雨災害のお住まいの件

ですが、先日、熊日に載りましたが、独り親

と子供さんで仮設住宅に、非常に狭いとこに

いるっていうことで、入居状況は国の条件で

決まっておりますから、それはそれでその時

点はしようがないんですけれども、何かお聞

きしますと、やっぱりもう横に部屋が空いて

いるということであれば柔軟な対応ができる

のではないかと思いますけれども、その点は

どうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○橋口海平委員長 まず、１点目について。 

 

○上野健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 熊本市からの要望の空港でのＰＣＲ検査と

いうことでございますが、そもそも、まず、

熊本市がおっしゃっているモニタリング検査

ということであるならば、本来から申し上げ

ているように、大規模な人口密集地のような

ところで検査をするというのが、本来のモニ

タリング検査でございまして、そこでの感染

状況を把握するというのが目的だろうという

ふうに考えております。 

 熊本市さんがおっしゃってらっしゃる、越

県をされてきた方の検査ということであるな

らば、水際検査、水際対策かなというふうに

も捉えられるんですけれども、水際という以

上、県境全てを検査しないと意味がないとい

うことでございます。しかも、とどめおいて

おかなければならない。それが今日本ででき

ますかということを申し上げておりまして、

ウガンダの選手団を見れば分かるように、な

かなか検査でとどめおいたにしても、見つけ

るのは難しい状況ということでございますの

で、熊本市に対しましては、空港だけでやる

ということに関しては、ちょっと熊本県とし

ては厳しいという答え方をしております。 

 

○椎場健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 災害応急仮設住宅の入居住み替えの問題で

ございますけれども、委員御指摘の、御発言

ありましたとおり、応急仮設住宅の入居者の

住み替えにつきましては、災害救助事務取扱
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要領ということが定められておりまして、そ

の中で、入居後の健康悪化など一定の要件が

定められておるところでございます。 

 今回、県南の豪雨災害につきまして、御指

摘のとおり、一部空室があるのもございます

けれども、現在、熊本地震のときにおきまし

ては、発災から１年10か月後ぐらいに、いわ

ゆるそういった住み替えの手続につきまし

て、市町村と相談しながら対応したというよ

うな事例もございます。 

 今回につきましては、基本的にまだ梅雨時

期で、応急仮設住宅を必要とされる方もまだ

出てくる可能性も十分ございますので、そう

いった状況も踏まえながら、あと、国のほう

とも相談をしながら、今後、適切な時期を検

討していきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 了解しました。 

 

○橋口海平委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません、皆さん。 

 先ほど、上野課長の方から、ウガンダ選手

団の話がありましたけれども、本県も、やっ

ぱり国際スポーツ大会を通じて、また、オリ

ンピックに向けては、やっぱり誘致、一生懸

命頑張ってきたわけですね。オリンピックの

前になって、本県にも、そういった選手団の

方々が事前キャンプされたりとか、すると思

うんですけれども、そのウガンダの選手団が

そうだったように、本県の受入れの状況だと

か、あとは、そうなったときにどこが――す

いませんね、ちょっと初歩的な質問で。これ

は県が対応するのか、それとも市町村が対応

するのか、それともオリンピック委員会が対

応するのか、それ、どういう仕組みになって

いるか、ちょっと教えてもらっていいです

か。 

 

○上野健康危機管理課長 事前キャンプで、

熊本県に何チームかいらっしゃるという情報

が入っておりまして、基本的には、出国から

オリンピックの会場に、本番に向かわれるま

で、ホストタウンが対応するというふうに聞

いておりまして、ただ、先ほど申し上げまし

たウガンダの選手団の事例を受けまして、今

厚生労働省のほうでも、空港検疫のほうで、

陽性者はもちろんそのままとどめおきですけ

れども、濃厚接触者につきましても、今回の

事例を受けて、空港検疫のほうで濃厚接触者

を特定して、その方たちは、別途国が用意し

た移動手段でホストタウンのほうに送り込む

というふうな、今情報が入っているというこ

とで、実際、県のほうでは観光のほうで担当

しておりますけれども、そういった情報が、

今うちのほうにも入ってきております。 

 ただ、選手団そのものは熊本に入ってこら

れますので、入ってこられてからは、地元の

市町、ホストタウンの市町村と、あと、地元

の保健所で対応することにしておりまして、

既に有明保健所でも宿泊施設の現地の調査に

伺ったりとか、陽性者が出た場合にはどこの

医療機関に連れていくとか、そういった打合

せももう既に進んでいるところでございま

す。 

 

○池田和貴委員 分かりました。そういうふ

うにきちんと仕組みになってて、それぞれが

やっぱり責任持ってやっていただくように、

ぜひお願いします。 

 

○内野幸喜委員 県内のホストタウン３つ、

今のところ予定しているのが、熊本県がイン

ドネシアのバドミントン、熊本市がドイツの

水泳、玉名市がアンゴラのハンドボールと。

だから、インドネシアのバドミントンについ

ては、県が主体としてやるっていうことでい

いんですかね。 
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○上野健康危機管理課長 世話といいます

か、そういったものに関しては県のほうで、

観光のほうでされるというふうに聞いており

ます。ただ、宿泊そのものは熊本市内に宿泊

されますので、もし何かあった場合というの

は熊本市保健所が対応するというふうに聞い

ております。 

 

○橋口海平委員長 よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書等が３件提出されておりま

すので、参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第５回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前11時25分閉会 
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